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１ はじめに 

 

我が国における自殺者数は平成１０年から平成２３年度までの１４年間、３万人を超え

る状態が続いていました。平成１８年の自殺対策基本法の成立以降、さまざまな取り組み

の成果もあって平成２４年から平成２８年まで５年連続で３万人を下回り平成２８年は２

２年ぶりに２万２千人を下回りました。このように自殺は減少傾向にあるものの、１５～

３９歳の各年代の死因の第１位は自殺となっており、国際的に見てもその死亡率は高く依

然深刻な状況にあります。 

自殺対策基本法は、施行から１０年の節目に当たる平成２８年に同法の改正があり、そ

の示す基本的な方向は変わらないものの自殺対策のより一層の推進と、より具体的・実効

的な計画の必要性が示されました。 

山梨県においては、平成２８年４月、全国で初めての議員提案による「山梨県自殺対策

に関する条例」が制定されました。また、同年１２月には、条例の趣旨を踏まえ、山梨県

自殺対策推進計画を策定し、市町村や関係機関、民間団体などと連携・協力し対策を講じ

ていくこととしています。 

本村においても、国の自殺総合対策大綱や県の計画等を踏まえ、誰も自殺に追い込まれ

ることのない社会の実現を目指し、鳴沢村自殺対策推進計画を策定します。 

 

図１： 日本の自殺者数の推移（平成 29 年版「自殺対策白書」第１－１図） 
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図２：自殺の危機要因イメージ図（厚生労働省資料） 

 

 

２ 計画の位置付 

 

本計画は、平成２８年４月に改正された「自殺対策基本法」第１３条第２項に定める「市

町村自殺対策計画」として、平成２９年度に見直された「自殺総合対策大綱」や「山梨県

自殺対策推進計画」を踏まえて策定するものです。また、本計画は「鳴沢村総合計画」を

上位計画とし、行政や多様な関係機関、民間団体、地域が一体となって、鳴沢村における

自殺対策を総合的かつ計画的に推進していきます。 

 

３ 計画の期間 

 

「自殺総合対策大綱」がおおむね５年を目途に見直すとされていることを踏まえ、本計

画の期間は２０１８（平成３０）年度から２０２２（平成３４）年度の５か年間とします。 

なお、基本法や大綱が見直された場合等、社会状況の変化などを踏まえ適宜必要な計画

の見直しを行います。 
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１ 村の特徴・現状（データ） 

 

○地域の自殺の概要（グラフ）（特別集計（自殺日・住居地、Ｈ２４年～Ｈ２８年合計）） 

 

○地域の主な自殺の特徴（特別集計（自殺日・住居地、Ｈ２４年～Ｈ２８年合計）） 

上位５区分 
自殺者数 

５年計 
割合 

自殺率 

（１０万対）
背景にある主な自殺の危機経路

１位：男性６０歳以上無

職同居 
２人 １００．０％ １８０．０ 

生活苦＋身体疾患＋将来への不安 

→自殺 

２位：   － － － － － 

３位：   － － － － － 

４位：   － － － － － 

５位：   － － － － － 

 

○性・年代別自殺割合（Ｈ２４年～Ｈ２８年平均）（自殺統計（自殺日・住居地）） 
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○長期的な自殺者数、自殺率の推移 

  

 

○６０歳以上の自殺の内訳（特別集計（自殺日・住居地、Ｈ２４年～Ｈ２８年合計）） 

性別 年齢階級 
同居人の有無（人数） 同居人の有無（割合） 全国割合 

あり なし あり なし あり なし 

男性 

６０歳代 １人 ０人 ５０．０％ ０．０％ １８．１％ １０．７％

７０歳代 ０人 ０人 ０．０％ ０．０％ １５．２％ ６．０％ 

８０歳以上 １人 ０人 ５０．０％ ０．０％ １０．０％ ３．３％ 

女性 

６０歳代 ０人 ０人 ０．０％ ０．０％ １０．０％ ３．３％ 

７０歳代 ０人 ０人 ０．０％ ０．０％ ９．１％ ３．７％ 

８０歳以上 ０人 ０人 ０．０％ ０．０％ ７．４％ ３．２％ 

合計 ２人 １００％ １００％ 

 

○ハイリスク地関連資料（自殺統計（自殺日）） 

・自殺者数の推移 

自殺統計 
（自殺日） 
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１ 計画の基本方針 

 

自殺対策基本法や国の「自殺総合対策大綱」を踏まえ、行政や多様な関係機関、民間団

体、地域が一体となって事業を展開していきます。また、施策の進捗状況や地域の自殺対

策の特徴等を把握・検証し、改善する仕組み（ＰＤＣＡサイクル）を確立することで、本

村における自殺対策を総合的かつ計画的な推進を図っていきます。 

 

 

２ 目標 

 

自殺総合対策大綱において、国は平成３８年までに自殺死亡率を３０％以上減少させる

ことを目標としています。鳴沢村においては、国の考え方や平成２４年から平成２８年の

５年間の自殺者数（住所地及び発見地）を踏まえ、以下を数値目標として設定します。 

 現状（平成２４年～平成２８年） 目標（平成３０年～平成３４年） 

自殺者数（発見地） ２２人 １５人以下（３０％以上減） 

自殺者数（住所地） ２人 ０人 
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１ 取り組み 

 

自殺総合対策大綱では、自殺対策の本質が生きることの支援であることを改めて確認 

し、「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打ち出して、「誰も自殺に追い込まれ 

ることのない社会の実現」を目指すとしております。 

全庁的連携のもと、山梨県、近隣自治体、村民、関係団体・事業所等との連携も図りな

がら取組を推進します。 

 

○普及啓発の推進 
 

・自殺や心の健康等に関する正しい知識の普及啓発 

・各種相談窓口等の施策周知 

○支援の充実 
 

・すべての年代を対象とした相談支援の充実 

・各種相談窓口の連携強化 

○予防のための社会環境の整備 
 

・住民活動の活性化 

・仲間づくり、見守りができる地域づくり 

・各種団体との連携 

○一人ひとりができる取組み 
 

・自分の心身の健康は自分で守る行動の推進 

・体操やウォーキングなど自分にあった運動の習慣化 

 

２ 取り組み ～ハイリスク地対策～ 

 

鳴沢村においては、青木ヶ原樹海などのハイリスク地を有するため、県内でも自殺者数

が多くなっております。県や国、警察、消防等の関係機関と連携し、自殺企図者への声か

けやパトロールを実施し、監視カメラの設置により自殺を未然に防ぐ対策の充実を図りま

す。また、自殺企図者が自殺のためにハイリスク地を訪れることがないよう心身の健康づ

くりを推進するエコツアーの開催等を通じて、樹海の魅力を発信することでイメージアッ

プを図ることで自殺対策を推進していきます。 

 

○関係者によるパトロールや監視カメラの使用 
 

・関係機関と連携した声かけ、パトロールの実施 

・監視カメラの設置 
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○イメージアップ施策の推進 
 
・鳴沢村社会福祉協議会の実施事業「歩け歩け大会」への協力 

・すこやか樹海ウォーキング等のエコツアーへの協力 

・ポスター等を活用したイメージアップ 

○人材育成研修 
 

・自殺対策研修の実施 

・ゲートキーパー講座の実施 

・県やＮＰＯが実施する研修会や講習会に関するＰＲ活動の実施 
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